
１．件名：東北電力(株)女川原子力発電所 溶接安全管理審査（更新審査）申

請に関する面談  

 

２．日時：令和２年１月１０日 １３時３０分～１３時４５分 

 

３．場所：原子力規制庁２階打合せスペース 

 

４．出席者 

原子力規制庁原子力規制部 

検査グループ 専門検査部門  

髙須統括監視指導官、中田上席原子力専門検査官 

東北電力（株） 

 女川原子力発電所 品質保証部 検査課長 他２名 

 

５．要旨 

〇東北電力（株）から、原子炉等規制法第４３条の３の１３第３項の規定

に基づく女川原子力発電所の溶接安全管理審査（更新審査）について以

下の説明を受けた。 

・当該発電所の更新審査の受審時期は、本年２月２１日から５月２１日

である。 

・更新期間中に新検査制度の施行となり、溶接安全管理審査制度がなく

なることを踏まえ、更新審査は受審しないこととしたい。 

・溶接の検査は、新検査制度施行後に使用前事業者検査として実施す

る。 

 

  〇原子力規制庁から、東北電力(株)説明を受けた内容に特段のコメントは

ない旨を伝えた。 

 

６．その他 

資料：女川原子力発電所 溶接安全管理審査１号組織更新審査の受審 

について 


